
【第１号議案】 

令和３年度 事 業 報 告 

            自 令和 ３年 ４月 １日 

            至 令和 ４年 ３月３１日 

Ⅰ. 総括 

 ≪はじめに≫ 

 

私たち「八王子市町会自治会連合会」（以下「町自連」という。）は、「向こ

う三軒両隣」「互近助（ごきんじょ）づきあい」を基本とした「助け合い（共

助）」の組織である町会自治会等を地区ごとにまとめている団体である。 

八王子市内の町会・自治会・管理組合は、575団体 148,470世帯(令和 3年

6 月現在)が登録されているが、このうち「町自連」は、348 団体 114,823 世

帯(令和 3 年 6 月現在)を擁し、市内を代表する町会自治会等の連合組織とな

っている。 

   町自連の活動の基本は、第一に各単位町会・自治会・管理組合の自主性を

尊重した当該組織の活性化を促し、第二に地区連合会の会合を定例的に開催

することで地域課題への対応や情報交換を行うとともに、さらに「町自連」

役員会の報告等を確実に各町会自治会に徹底周知し、第三に地区連合会同士

の情報交換を進め、広域にわたる課題の解決に取り組んでいくことにある。 

   私たち町自連は「協働の役割」を果たすため、平成 31年 4月に施行された

「八王子市町会・自治会の活動活性化の推進に関する条例」に基づき、市内

の町会・自治会・管理組合を代表する組織として、行政等の機関が所管する

各種審議会・委員会等へ積極的に「町自連」の代表を派遣するなど、多岐に

わたり様々な活動に取り組んできた。 

あわせて、「町自連」や地区連合会に提起された行政に関わりのある課題や

問題点及び行政からの協力要請等については、平成 25年以降毎年開催してい

る市長と町自連三役の懇談会を通じ、市長及び行政機関と様々な話し合いを

重ね、課題解決に努めてきたところである。 



また、新型コロナウイルス感染症が拡大する中、令和 3 年 1 月以降長期

にわたり「緊急事態宣言」及び「まん延防止等重点措置」が発出された１年

であったが、最新情報を速やかに地区連合会経由で提供することにより、 感

染症拡大防止に努めてきた。 

 

１．三役会及び常任理事会の開催 

町自連運営に当たっては、毎月第 2 火曜日を定例役員会と定め、午前に

三役会を開催して議題等の案件の調整を行い、午後から常任理事会を開催し、

行政等関係機関の要請や依頼の情報を得るとともに、議題等の案件の審議等

を行った。（詳細は、別紙資料参照） 

 

２．行政主導の各種審議会・委員会等への参画 

市内を代表する町会自治会等の連合組織として、町自連の常任理事等を

委員として参画させ、各種審議会等において「町自連」の主張を反映するべ

く努めた。(詳細は、別紙資料参照） 

 

３．運営組織の充実 

(1） 組織の運営を効率よく機能させるため、総務部、広報部、事業部、組織部、

生活安全部の各専門部を設置し、各部長（副会長職）を中心に専門部を運営

することにより事業の進捗を図った。 

また、専門部の運営にあたっては、事務局によるサポート体制を確立し、

効率的な事業の推進に努めた。 

(2） 事務局は令和 3年 1月に発出された「緊急事態宣言」を踏まえ、新型コロ

ナウイルス感染症拡大防止対策を行いながら、可能な範囲で業務を継続させ

るとともに、役員会開催中止に伴う資料の送付や必要な情報の遅延を避ける

よう、常任理事、役員間の情報交換や意見調整を図り、対面での打ち合わせ

が実施できない点を補った。 

 



(3） 組織規模の適正化と拡大は、「町自連」発足以来の課題である。 

地区連合会規程では、地区連合会は 5 町会以上で 1,500 世帯以上となって

いるが、5 町会未満の中央部地区及び本町地区は隣接していることから、統

合または周りの地区への編入について働きかけを行うなど、組織規模の適正

化に努めた。 

 

４．東京都町会連合会及び全国自治会連合会との連携 

東京都内の町会等の連合組織である東京都町会連合会（事務局：中野区）

に加盟団体として参画するとともに、本会の秋間会長は、都町連の副会長に

就任している。 

都町連は、東京都への要望をはじめ、広く情報の共有を図るとともに、課    

題解決に向け、他の団体との連携に努めるとともに、都町連が加盟する全国

の連合組織である、全国自治会連合会との連携を進めている。 

令和 3年 11月、都町連に加入する 8市の多摩地域団体との連携強化と情報

共有並びに未加入団体への呼びかけを目的に、多摩地域情報交換会を開催し、

多摩地区の都町連加入団体と都町連役員団体及び未加入団体を含め 10 団体、

29名が出席し、加入促進、活動支援などについて活発な意見交換を行った。 

(1）東京都町会連合会 

① 常任理事会  

毎月第 1水曜日（もしくは第 2水曜日）開催 東京都庁 

通常会議のほか、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、書面会

議及びオンラインによる本部役員会議も行われた。 

② 定期総会   

令和 3年 6月 17日（木） 新宿区・角筈区民ホール 

新型コロナウイルス感染症拡大防止を図りながら定期総会を開催し

た。この定期総会では、町自連から推薦した５名が令和２年度の都町連

会長表彰を受けた。 

③ 新年懇親会 



令和 4年 1月 20日（木） 新宿区・京王プラザホテル 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止した。 

（2）全国自治会連合会 全国大会(広島県・福山大会)  

令和 3年 11月 11日（木）～12日（金） 広島県福山市 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため次年度へ再度延期した。 

 

５．地域づくり推進事業 

新型コロナウイルス感染症の影響により会議等の制約があったものの、  

5月には長房中学校区と川口中学校区をモデル地区とした「地域づくり推進

会議」が立ち上がり、地域情報の共有や運営方法などについて意見交換をす

るとともに、地域資源などを整理した「地域カルテ」の作成などの取り組み

が進められ、該当地区の町会・自治会からも委員として事業運営に参画し、

意見を述べた。 

 

６．東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催について 

   令和 3年 7月、「東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会」が 

開催された。聖火リレーが富士森陸上競技場内でのトーチキスに変更された

ことから、従前より依頼のあった町会等の協力は中止されたが、本市区域を

通過して実施された自転車競技では、南大沢地区周辺を中心とした町会・自

治会等が、周辺警備などに協力をした。 

（1）オリンピック競技大会  令和 3年 7月 23日（金）～8月 8日（日） 

（2）パラリンピック競技大会 令和 3年 8月 24日（火）～9月 5日（日） 

 

７．新型コロナウイルス感染症拡大防止の取り組みについて 

収束の兆しが見えない新型コロナウイルス感染症に関し、令和 2 年度に引

き続き、「緊急事態宣言」発出に伴う市の対応や解除後の基本的対処方針、小

児を含むワクチン接種の状況、八王子市保健所の協力による「免疫力を高め

る食材・料理」の情報などを、9回にわたり町自連だよりやホームページを通



じ提供し、感染症拡大防止に係る情報発信に努めた。 

 

８．民生委員児童委員協議会との情報交換会 

   町会・自治会の活動と民生委員・児童委員の活動は、地域の中で互いに連

携して取り組むべきものであり、こうした相互活動についての情報交換を行

い理解を深める必要があるが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点か

ら、令和 2年度に続き会議の開催は見送った。 

 

 

Ⅱ. 総務部 

１．定期総会 

令和 3 年度の定期総会については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の

ため書面表決により行い、いずれの議案も原案のとおり可決された。 

令和 2 年度の事業報告、決算報告及び監査報告、並びに会則の一部改正及

び役員選出、並びに令和 3 年度事業計画(案)及び予算(案)について、書面表

決により決定した。あわせて地区連合会長を経由し、退任町会・自治会長に

感謝状の贈呈を行った。 

(1) 基準日   令和 3年 5月 30日（日） 書面開催 

(2) 感謝状贈呈 24名 

 

２．新年懇親会【事業部より移行】 

令和 4年の年頭に「町自連新年懇親会」を開催するため準備を進めていた

が、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止した。 

（1）設定日   令和 4年 1月 8日(土)   開催中止 

（2）会場    八王子エルシィ 

 

３．市長と町自連三役との定例懇談会の実施 

町会自治会等、地区連合会及び町自連が抱える広域にわたる課題や市民の 



声を直接行政に届けることにより、問題解決に向けた行政所管との連携強化 

を図るため、市長との懇談会を開催した。 

令和 3年度は ①日常生活の中における共助活動に向けた組織化の推進 

       ②災害時における共助活動の組織と推進 

③防犯カメラの整備推進の加速 

④周辺部の公共交通機関の充実 

⑤獣害対策の充実 

⑥町会会館など公共施設のバリアフリー化の推進 

⑦地域づくりに寄せる期待、思い 

の７項目をテーマに論議し、市長の賛同を得た。 

(1) 日程   令和 3年 10月 4日(月)  16時から 17時 20分 

（2）場所   市役所 特別会議室 

(3) 参加者   ① 町自連参加者 会長、副会長、会計、監事ほか 13名 

② 行政参加者  市長、担当部長ほか      13名 

 

４．公衆街路灯（防犯灯）のＬＥＤ化について 

町会自治会等では、これまで公衆街路灯の設置や電気料の支払いを含む維 

持管理を担い、従来の蛍光灯から高照度型照明灯、ＬＥＤ照明灯への技術革

新が進む中、地球温暖化防止の観点からＬＥＤ照明灯の導入を推進してきた。 

平成 29年度に発効した環境負荷の低減に向けた「水銀条約」に伴い、水銀 

を含む蛍光灯の一部が製造禁止となり、今後公衆街路灯を含む照明機器のＬ

ＥＤ化などに対しては、早急な対策を検討する必要があることから、令和元

年 7月以降、八王子市と引き取り管理に向け協議を進めている。 

しかし、町会・自治会等が所有している公衆街路灯の現況が多岐にわたる

ことや引き取り条件などで相当の検討時日を要する事案が判明したが、現在、

八王子市が打開策に向け検討を行っている。 

なお、公衆街路灯の行政への引き取り開始については、令和 5年度以降と

なる見込みであるが、行政への引き渡しをせずに、町会自治会等が自主管理



する方式を希望する場合は、従来どおり町会自治会等による公衆街路灯の維

持管理が継続されることになる。 

 

５．獣害駆除対策への取り組みについて 

昨今、サル、イノシシ、アライグマ、ハクビシン、アナグマといった動物

が頻繁に市民の生活圏域へ出没し、農作物への被害や、住居へ侵入し住民を

威嚇するなど、市民の生活環境を脅かす事態が発生している。 

こうした事態に鑑み八王子市が令和 2年 4月に設置した「獣害対策課」に

専任の課長が配置され、令和 3年度獣害対策計画を策定した。計画に基づく

生活環境被害防止対策(箱わなによる有害獣捕獲)事業の取り組み状況や成果

等について、町自連の定例常任理事会で報告するなど、行政と町自連が連携

した取り組みが進められている。 

 

６．健全財政の確立 

「町自連」に加入する世帯からお預かりする分担金の効果的な活用方法や 

行政などからの助成金の確保など、「町自連」の事業を担当する専門部と連携

し、健全財政の確立を図った。 

【健全財政の柱】 

（1）東京都地域の底力発展事業助成制度を活用した事業の取り組みへの支援 

当該助成制度を活用し、組織部と連携しながら「町自連」への加入促

進を支援した。 

（2）八王子市の町会等地区連合会交流事業助成制度の活用  

地区連合会の交流事業を推進し地域活動を活性化するため、「町自連」

の 16地区連合会及び 2地区の協議会など、合計 18地区の予算を確保し

たが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、12地区で事業を見送

った。 

事業実施：6地区連合会（※うち 1地区連合会は事業内容を変更） 

（3）経費の削減について 



各専門部と事務局との連携・情報共有を図りながら、経費の削減に努

めるとともに、経常的な経費の支出についてはコピー用紙の購入や郵送

方法を、より安価な事業者とすることで費用圧縮に努めた。 

（4）自主財源の確保   

① 町自連分担金収入の増減 

町会自治会等新任会長及び役員研修会をはじめ、町会加入促進活動    

などの機会をとらえて、担当する専門部との連携を図り、「町自連」

未加入団体や町会未加入者への「町会自治会加入促進活動」の支援を

行ったが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から書面による

取り組みに留まった。 

上野町二丁目町会（400世帯）が地区連合会へ加入したものの、都

営石川団地自治会（630世帯）が退会したことなど、世帯数の減少に

伴い分担金は減収した。 

   (ァ) 令和 3年度 348団体 114,823世帯 

(イ) 令和 2年度 347団体 116,425世帯 

（対前年 1,602世帯、32,040円減） 

② 自治会活動賠償責任保険手数料収入の確保 

新年度の加入募集活動を行った結果、新規加入 2団体に対し、新型

コロナウイルス感染症の影響等から 9団体が更新を見送り、結果 7団

体の減となった。 

(ァ) 令和 3年度       487,880円   (対前年  12,120円減） 

(ィ) 令和 2年度      500,000円  

③ 広報部と連携した広告収入 

(ァ) 令和 3年度     5,435,000円 （対前年 651,000円増） 

（ィ） 令和 2年度     4,784,000円 

 

７．総務部会の開催 

（1） 令和 3年 5月 11日(火）新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 



（2）     7月 13日(火）市長と町自連三役との懇談会について 

（3）    10月 12日(火）新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

（4）    12月 14日(火）新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

(5) 令和 4年 3月 8日(火) 令和 3年度事業報告・令和 4年度事業計画(案)に 

ついて 

 

 

Ⅲ. 広報部 

１．広報紙「町自連だより」 

（1）発行状況 

「町自連」活動や地域の特色の周知を目的に、広報紙「町自連だより」

を年 4 回発行した。発行では充実した紙面づくりを目指し、発行月の 3 か

月前より地区特集となる地区連合会長、編集者を交えた「編集会議」を月

1 回行い、記事内容など意見を出し合い、魅力が感じられる紙面づくりに

努めた。 

① 第 50号（2021. 4.15発行）元八王子地区特集 

② 第 51号（2021. 7.15発行）恩方地区特集 

③ 第 52号（2021.10.15発行）中央地区特集 

④ 第 53号（2022. 1.15発行）元横地区特集 

（2）掲載内容 

地域情報の発信及び地域との連携をより強固なものにするため、2巡目

となる地区特集では、地区の歴史や伝統技能、文化などを取り上げ、読者

が関心を持ち、興味を感じてもらえるような紙面づくりに努めたほか、身

近な情報や「町自連」事業の報告及び予告を掲載し「町自連」の活動の周

知を図った。 



（3）広告協賛及び町自連だよりの主な配布先(部数) 

特集地区の連合会の協力を得て広告協賛者の拡充を図るとともに、特集

地区以外の広告協賛者への呼びかけを行った結果、広告協賛金の大幅な確

保につながり、町自連だよりの発行など経費負担の圧縮を図ることができ

た。 

  【広告協賛金の状況 令和 3年度、令和 4年度】 

 ① 第 50号  1,200,000円 

 ② 第 51号  1,300,000円 

 ③ 第 52号  1,425,000円 

 ④ 第 53号  1,490,000円 

 ⑤ 第 54号    20,000円(令和 4年度) 

【町自連だよりの主な配布先・部数】 

① 市内の全町会、自治会、管理組合           115,000部 

       ② 市役所（事務所、図書館、体育館）、市民センター、関係団体 

3,300部 

     ③ 学園都市文化ふれあい財団、観光コンベンション協会 

八王子国際協会                       600部 

④ 永生会、スーパーアルプスほか広告協賛者         3,300部 

     ⑤ 東京都町会連合会（都内 23区及び多摩 7市の団体）    100部 

⑥ 町自連事務局                    2,700部 

 

２．ホームページ「町自連」の運用 

（1）情報発信（ホームページのシステム更新） 

平成 28年度当初より使用しているディエス・ブランド社の「おりこうブ

ログ CS版」保守サポートは、マイクロソフト社のインターネット・エクス



プローラーの保守終了に伴い令和 4年 3月をもって終了するため、今後正

常な動作確認、保守のサポート体制などの保証はない。 

「町自連」のホームページは、市民へ情報を発信する必要な手段である

こと、閲覧者を増やすことで「町自連」の事業の周知や加入促進につなが

ることから、新たな基本オペレーションシステムとなるマイクロソフト社

のエッジに対応した「おりこうブログ AⅠ版」へ変更した。この変更作業

では、これまでのホームページの内容を整理し、より見やすく、かつ、利

用しすい画面作りを目指した。 

令和 3年 10月以降、ホームページの変更作業に伴い更新を停止したた

めアクセス件数は減少したが、更新後の令和 4年 2月以降、アクセス件数

も増え始め、ホームページを開設した平成 20年 3月以降の累計件数は、

のべ約 32万件を超えた。 

     (年度別ホームページへのアクセス件数)      (単位 件) 

 アクセス数 対前年比 

令和 3年度 16,188 624 

令和 2年度 15,564 △5,586 

令和元年度 21,150 △7,107 

平成 30年度 28,257 △5,271 

平成 29年度 33,528  

                       (各年度 3月 31日現在) 

 

３．その他の広報活動 

新型コロナウイルス感染症拡大により多くの事業が中止となり、「町自

連」関係の広報活動についても縮小、或いは中止せざるを得なかったが、イ



ベントを開催した団体から申請のあった事業への共催などに対しては、これ

まで通り「町自連」として協力するなど広報活動に努めた。 

 

４．広報部会・編集会議の開催 

例年常任理事会後に開催した「町自連だより」の編集打合せは広報部会と

は別に「編集会議」を新たに立ち上げ、開催した。広報部会では、主に「町

自連ホームページ」の充実化と、町自連の事業の普及啓発をテーマに開催

した。 

【広報部会】 

（1）令和 3年 4月 13日(火） 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

（2）     7月 13日(火） 町自連だより編集に向けた打合せ 

（3）     8月 26日(木） 町自連ホームページの更新について 

（4）     9月 24日(金） 町自連ホームページ改正案・原案づくり 

（5）     10月 7日(木） 組織部合同会議・ホームページ提案資料・確認 

（6）令和 4年 2月 24日(木） 臨時部会・広告協賛金について  

（7）        3月 8日(火) 令和 3年度事業報告・令和 4年度事業計画(案) 

について 

【編集会議】  

(1)令和 3年 7月 16日(木）第 52号 第 1回会議 編集記事構成 

(2)     8月 26日(木）第 52号 第 2回会議 特集記事進捗状況ほか 

(3)     9月 24日(金）第 52号 第 3回会議 原稿内容確認ほか 

(4)    10月 14日(木）第 53号  第 1回会議 編集記事構成 

（5）    11月 25日(木）第 53号 第 2回会議 特集記事進捗状況他 

（6）    12月 17日(金）第 53号  第 3回会議 原稿内容確認ほか 

（7）令和 4年 1月 13日(木）第 54号   第 1回会議 編集記事構成 



（8）    2月 24日(木）第 54号   第 2回会議 特集記事進捗確認など 

（9）    3月 16日(水）第 54号   第 3回会議 原稿内容確認 

 

 

Ⅳ. 事業部 

１．役員研修会 

役員研修会は例年地域に潜在する課題に対し、近隣都市などの視察を行い、

地区連合会の活動に活かすことを目的に実施してきたが、9月まで続いた「緊

急事態宣言」の延長により事業計画を立てることができず、やむを得ず役員

研修会の開催を見送った。 

 

２．町自連研修会「防災講演会」 

ここ数年続けて発生した豪雨や関東近県を震源地とする地震、新型コロ

ナウイルス感染症を見据えた避難のあり方など、住民の間では災害等に対す

る不安や危機感が高まりを見せている。災害から住民の「命」を守り、こう

した不安を受け止めて、専門家から意見やアドバイスを受け、今後の活動に

活かすため、八王子市及び八王子市自主防災団体連絡協議会の協力を得なが

ら開催準備を進めてきた。 

しかし、新型コロナウイルス感染症(オミクロン株)への「り患者」が急増

したことから、来場者の安全を考慮し、1 月 17 日(月)町自連研修会の開催

を中止した。 

 なお当該研修に代え避難所の運営などの参考として活用してもらうため、

専門家から避難所運営における感染症対策の資料を入手し、町会長・自治会

長等へ資料の送付を行った。 

（1）日程   令和 4年 2月 16日(水)   開催中止 



（2）会場   八王子市芸術文化会館「いちょうホール」 

（3）テーマ  多発する災害時における避難所の運営、避難のあり方 

（4）講 師  国崎 信江 氏  

危機管理教育研究所代表 危機管理アドバイザー 

 

３．自治会活動賠償責任保険の加入促進 

「町自連」が団体加入する自治会活動賠償責任保険の開始後 13年が経過  

した。当該保険は、町会自治会等が個別に加入した場合に比べ、町会自治会

等が負担する保険料が 20％減額になること、運用面においても町会・自治

会行事として、自宅から会場までの往復時の怪我なども保険対象となること、

これまで当該保険により補てんを受けた団体があったことなど、当該保険の

有用性を勘案し、令和 3年 5月に新規加入募集活動を行い、町会自治会等が

安心して活動できる環境づくりに寄与した。 

（1）令和 3年度実績 228団体 (昨年度より 7団体減) 

（2）令和 2年度実績 235団体 

       

４．町会・自治会設備整備支援補助金事業 

宝くじ財団の資金及び八王子市の支援制度を活用し、町会自治会等に対

して備品提供事業（無償貸与）を実施し、町会・自治会活動の活性化の支援

を行っている。当該事業は、自治総合センターの指導により、平成 30年度

に八王子市へ事業を移管したが、移管後も引き続き八王子市に協力し、制度

の充実を図った。 

（1）令和 4年度選考結果 

① 応募   37団体、品目 5種（792点）総額 9,676千円 

② 提供予定 16団体 品目 5種（220点 総額 2,905千円 



③ 市補助の予算額 2,998千円 502千円減額 

（2）令和 3年度実績 

① 応募   35団体、品目 5種（1,033点）総額 7,427千円 

② 提供   21団体 品目 5種（ 335点）総額 3,026千円 

③ 市補助の予算額 3,500千円 1,000千円減額 

 

５．事業部会の開催 

（1）令和 3年 5月 11日(火  新型コロナウイルス感染拡大防止につき中止  

（2）    7月 13日(火） 役員研修会について(研修内容などの確認) 

（3）     9月 14日(火） 新型コロナウイルス感染拡大防止につき中止 

（4）    11月 9日(火)  生活安全部合同会議・町自連研修会の調整 

（5）    12月 14日(火） 生活安全部合同会議・町自連研修会の調整 

（6）令和 4年 1月 11日(火）生活安全部合同会議・町自連研修会・役割他調整 

（7）        2月 8日(火）  新型コロナウイルス感染拡大防止につき中止 

（8）       2月 25日(金）  生活安全部合同・町自連研修会配布資料送付準備 

（9）令和 4年 3月 8日(火）  令和 3年度事業報告・令和 4年度事業計画(案) 

について 

 

 

Ⅴ. 組織部 

１．町会自治会等新任会長及び役員研修会 

「町自連」は行政機関と連携し、毎年、新任の町会長や自治会長、町会・

自治会等の役員を対象に、町会・自治会等の運営に関する情報などを提供

する研修会を開催している。この事業は、町会・自治会等の円滑な運営を

促進し、組織の活性化と役員の負担軽減を図るとともに、加入促進活動の



一環として実施をしているものである。しかし、新型コロナウイルス感染

症拡大防止等の観点から、また、都議会議員選挙などにより会場の確保が

できないことから、研修会開催の見通しがつかないため中止した。 

なお、研修に代えて市の協力を得て、市内全町会自治会等に新任研修会

用資料を送付した。 

【送付資料】 全訂版「八王子市町会・自治会運営ハンドブック 2021」 

 

２．町会自治会等への加入促進への支援 

（1）東京都地域の底力発展事業の取り組み 

① 町会自治会加入促進支援 

町会自治会等への加入を促進するため、東京都地域の底力発展事業

助成金を活用し、町会自治会等の意義、必要性を掲載したポスター、

チラシを作成した。市内の全町会、自治会、行政機関、市民センター

などの窓口へ配布して加入呼びかけを行った結果、チラシを見た住民

から町会への加入申し込みがあった。 

(ァ) ポスター 3,000部（町会等の掲示板への掲示用） 

(ィ) チラシ  10,000部（町会、行政機関ほか用） 

② デジタル活用講習会（町自連ホームページを使った操作研修会） 

令和 3年度東京都地域の底力発展事業の助成対象に新設された、「デ

ジタル活用支援」（助成率 10/10）を活用。この「デジタル活用支援」

は、人と人とが直接会えない状況でも、住民同士の交流を図り、地域

コミュニケーションの繋がりを強める「デジタル活用」の普及を目指

したものである。 

そこで、この趣旨に沿い「町自連」のホームページを題材に受講生

が実際にパソコンを使い、ホームページの仕組みや操作技術などの習



得を通じ、地域コミュニケーションの一つである「デジタル活用」へ

の理解と興味を図り、もってデジタルを活用した町会・自治会の加入

促進に寄与することを目的に、広報部と連携して実施をした。 

（ァ） 会場 八王子ホテルニューグランド  

10月 19日(火)・20日(水) 4回開催、 参加者 23名 

（ィ） 会場 八王子エルシイ 

          10月 26日(火)・27日(水) 4回開催  参加者 32名 

（2）未加入町会への町自連加入促進の取り組み 

地区連合会に未加入の町会には、「町自連だより」や「八王子市町会・

自治会運営ハンドブック 2021」、東京都からの通知、リーフレットを配布

し、町自連への加入呼びかけを行った。その結果、一つの町会が地区連

合会に入会し、町自連に加入することになった。 

 

３．不動産関連団体支部との相互協力 

町自連では、平成 28年 3月に不動産関連団体支部と相互協力の協定を締

結しており、更なる町会自治会への加入促進に努めている。 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、イベントなどを通じた

活動は行えなかったものの、市民や不動産事業者からの電話等による問い

合わせなどがあり、加入促進に向けた相互連携に努めた。 

 

４．「八王子市町会・自治会運営ハンドブック 2021」の活用 

「町会・自治会運営ハンドブック 2020（改訂版）」をベースに、令和 3

年度は、個人情報保護に関する項目や認可地縁団体の取扱いなどを中心に

内容を見直すなど、最新情報を掲載した全訂版「町会・自治会運営ハンド

ブック 2021」を、町会自治会等新任会長及び役員研修会の配布資料として



作成した。  

 

５．組織部会の開催 

（1）令和 3年 4月 13日(火) 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

(2)     6月 8日(火)    新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

(3)     7月 13日(火)  ハンドブックの作成、加入促進キャンペーンに 

ついて 

 (4)      7月 30日(金)  町自連ハンドブック 2021の編集について 

(5)      9月 14日(火)  新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

（6）    10月 7日 (木)  広報部合同会議・町自連加入促進キャンペー 

ンのチラシとポスターの作成について 

 (7)     11月 9日(火）   町自会・加入促進キャンペーン用のチラシと 

                ポスター進捗状況について 

(8) 令和 4年 2月 8日(火)   新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

(9)      3月 8日(火）   令和 3年度事業報告・令和 4年度事業計画(案)

について 

  

 

Ⅵ. 生活安全部 

１．防災関連組織との連携 

（1）新型コロナウイルス感染症に関する情報提供 

新型コロナウイルスワクチン接種など、感染症に関して入手し周知が必

要な事案について、事務局を通じ常任理事会、町自連ホームページを使い

情報提供を行った。 

（2）町自連研修会「防災講演会」 



事業部と連携して町自連研修会「防災講演会」の準備を進めてきたが、

新型コロナウイルス感染症(オミクロン株)への「り患者」が急増したこと

から研修会の開催を中止した。 

なお、研修に代えて、専門家から避難所運営における感染症対策の資料

を入手し、避難所の運営に活用してもらうため、自主防災団体連絡協議会

等へ資料の送付を行った。 

（3）防災関係組織との連携 

行政と行っている防災関係事項の協議を各種団体との連携により進め、

住民の安全・安心に関する事項の検討を行った。 

（4）防火防災協会との連携 

防火防災協会の副会長などの役員として運営に参画し、町自連と当該協

会との連携を図った。 

（5）自主防災団体連絡協議会との連携 

自主防災団体連絡協議会の副会長や幹事などの役員として運営に参画し、

町自連と当該協議会との連携を図った。 

 

２．防犯関連組織との連携 

町自連の役員として八王子市内の 3 防犯協会（八王子・高尾・南大沢各

防犯協会）と連携し、地域での防犯活動に参加した。 

 

３．交通安全関連組織との連携 

町自連の役員として八王子市内の 3交通安全協会（八王子・高尾・南大沢

各交通安全協会）と連携し、地域での交通安全活動に参加した。 

 

４．その他の関係組織との連携 



生活安全に関する機関との連携強化について、コロナ禍において、会合等

の設定が難しく引き続きの検討となった。 

 

５．生活安全部会の開催 

（1）令和 3年 6月 8日(火)   新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

（2）    11月 9日(火)   事業部合同会議・町自連研修会・内容の調整 

（3）     12月 14日(火)  事業部合同会議・町自連研修会・内容の調整 

（4）令和 4年 1月 11日(火)   事業部合同会議・町自連研修会の役割など調整 

（5）         2月 25日(金） 事業部合同・町自連研修会資料発送準備 

（6）         3月 8日(火） 令和 3年度事業報告・令和 4年度事業計画(案)

について 

 


